
  本資料表紙の【本資料のご利用にあたっての注意事項等】および巻末の「【留意事項】福岡銀行からのお知らせ」を必ずご覧ください。 

セカンドライフにおける 

リスクと備え 

 

 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 

 本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。 

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】 
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セカンドライフにおける 

不安とリスク 
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長寿化・高齢化 

（平均寿命グラフ） 

出典：2018年までは厚生労働省「平成30年 簡易生命表」より。 

   2030年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計・死亡中位）」より。 
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平均寿命と健康寿命 

健康寿命とは・・・ 

介護を受けたり寝たきりになったりせず、支障なく日常生活ができる期間のことをいいます。 

したがって、平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限がある期間といえます。 

出典：厚生労働省「平成30年 簡易生命表」 
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「セカンドライフ」は長い 
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介護の現状① 
～要介護（要支援）認定者数～ （668万人、福岡・熊本・長崎） 

人口 5,109,906人 

うち75歳以上 710,275人 

(男性) 263,543人 

(女性) 446,732人 

各県とも、75歳以上の人の約3人に1人、そのうち女性に限ると約2.5人に1人が要介護（要支
援）認定を受けていることになります。 

出典：厚生労働省介護保険事業状況報告 月報(暫定版)令和2年10月 

令和2年10月1日現在の人口 

（出典：各県ホームページより） 
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介護の現状② 
～年代別の介護～ 



7 

介護の現状③ 
～介護となる原因～ 
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介護の現状④ 
～要介護（要支援）状態の目安～ 
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人生で守りたいこと、実現したいことを決める（ゴールの設定） 相続の現状① 
～相続税基礎控除～ 
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相続の現状② 
～地価の上昇～ 
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相続の現状③ 
～財産額に比例して相続税額も増加～ 

相続財産 
(課税価格) 

(基礎控除前) 

配偶者がいる場合（一次相続） 配偶者がいない場合（二次相続） 

子ども 
1人 

子ども 
2人 

子ども 
3人 

子ども 
4人 

子ども 
1人 

子ども 
2人 

子ども 
3人 

子ども 
4人 

4,000万円 0万円 0万円 0万円 0万円 40万円 0万円 0万円 0万円 

5,000万円 40万円 10万円 0万円 0万円 160万円 80万円 20万円 0万円 

6,000万円 90万円 60万円 30万円 0万円 310万円 320万円 220万円 160万円 

7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円 480万円 470万円 330万円 260万円 

8,000万円 235万円 176万円 138万円 100万円 680万円 620万円 480万円 360万円 

9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円 920万円 770万円 630万円 490万円 

10,000万円 385万円 315万円 263万円 225万円 1,220万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円 

15,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円 2,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円 

20,000万円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円 4,860万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円 

25,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円 6,930万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円 

30,000万円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円 9,180万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円 

*法定相続人が法定相続分どおりに相続した場合の税額です。 
*税額控除は配偶者の税額軽減のみを適用しています。 
*税額は万円未満を四捨五入しています。 

相続税額早見表 



12 

相続の現状④ 
～相続でご家族が揉めてしまう可能性も～ 

遺産分割事件（家事審判・調停）の新授件数の推移 

遺産分割事件数の遺産価額別割合 

1,000万円以下 

5,000万円以下 

1億円以下 
5億円以下 

5億円超 

算定不能・不詳 

約4分の3（76.8％）が 
5,000万円以下 

33.9％ 

42.9％ 

10.8％ 

5.1％ 

0.6％ 

6.8％ 

出典：裁判所「令和元年度 司法統計年報(家事事件編)」 
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不安とリスクの解決策 
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「不安感あり」とした人の不安の内容（上位５項目） 
 

1位 家族の肉体的・精神的負担（66.7％） 

2位 公的介護保険だけでは不十分（59.1％） 

3位 家族の経済的負担（57.6％） 

4位 介護サービスの費用がわからない（48.8％） 

5位 家族の時間を拘束する（48.7％） 

介護に対する不安と内容① 
～多くの方が不安に感じています～ 

出典：(公財)生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」 
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介護に対する不安と内容② 
～介護費用と準備～ 

介護費用をご本人の預貯金で
準備していた場合、預貯金を
自由に引き出せなくなる可能
性があります。 

親が認知症を発症 

要介護認定を受ける 

預貯金を自由に 

引き出せなくなる 

可能性が･･･ 

親の介護費用を 

家族が負担 

？ 
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介護に対する不安の解決策① 
～家族いっしょに考えよう～ 

出典：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/ 
（ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用環境・均等 > 仕事と介護の両立 > 仕事と介護の両立支援） 

「親が元気なうちから把握しておくべきこと」チェックリスト 

https://www.mhlw.go.jp/
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指定代理請求(特約) 

指定できる人数 1人 

指定できる範囲 
各保険会社の規定 

（例）被保険者の配偶者、直系血族、３親等以内の親族のいずれか１人 

保険金請求時の被保険者の 
意思表示能力 

意思表示が困難な場合 

介護保険金 

財産の帰属先 被保険者 

受取口座 被保険者または指定代理請求人の口座 

受取時の税務 原則非課税 

 受取人である被保険者ご自身による意思表示が困難であるなどの事情があると保険会社が認めた場合に、あ
らかじめ定めた指定代理請求人が被保険者に代わって介護保険金を請求することができます。 

 指定代理請求人は、代理人の指定時・代理請求時ともに被保険者の配偶者など約款で定められた範囲内の人
であることが必要です。 

 受取口座を指定代理人の口座とすることも可能です。 

※取扱いについては、各保険会社により異なる場合があります。 

介護に対する不安の解決策② 
～生命保険も活用できます～ 

指定代理請求制度 

一般的な介護型保険 
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遺言書の作成 
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生前贈与のしくみ 



本資料表紙の【本資料のご利用にあたっての注意事項等】および巻末の【本資料に関するご注意事項等】・【留意事項】福岡銀行からのお知らせを必ずご覧ください。 20 20 

生命保険の活用 

（保険非課税枠、宛名をつけられます） 
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【留意事項】福岡銀行からのお知らせ 

【生命保険に関する留意点】 

●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり」「約款」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「契約締結前交 

付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり」「約款」等は福岡銀行本支店等にご用意しております。 

●福岡銀行は生命保険の募集代理店です。生命保険の引受は行っておりません。 

●生命保険は預金ではなく、元本保証はありません。また、預金保険の対象ではありません。 

●引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご契約の際にお約束した死亡保険金額・年金原資額・給付金額・解約返戻金額等 

が削減されることがあります。 

●商品によっては、国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。 

死亡保険金額・年金原資額・解約返戻金額等が払込保険料を下回るリスクは、ご契約者が負う事になります。 

●外貨建ての保険の場合、外国為替相場の変動により、死亡保険金額・年金原資額・解約返戻金額等を円換算した金額が、払込保険料を円換算した金額を下回るリスクがあります。 

●商品によっては、ご契約時の契約初期費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用・運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。また、一定期間内に解約された場合、 

解約控除や市場価格調整費用等がかかる場合があります。ただし、費用等は商品ごとに費用の種類や料率等が異なるため、記載することができません。詳細は、「契約締結前交付書 

面（契約概要・注意喚起情報）」等をご覧ください。 

●生命保険のお申込みにあたって、円貨を外貨に転換される際は為替手数料が上記の各種手数料とは別にかかります。 

●ご契約中の生命保険を解約したり、一部解約した場合の解約返戻金は払込保険料を下回る場合があります。平準払の生命保険では商品によっては解約返戻金が全く無い場合もあ 

ります。 

●法令等の定めにより、商品によっては、お客さまの「お勤め先」や「福岡銀行への融資お申込み状況」等により、福岡銀行でお申込みいただけない場合があります。 

●商品によっては、被保険者に健康状態等について告知をしていただく必要があり、健康状態等によってはご契約いただけない場合があります。また、お申込みの際に告知していただ 

いた健康状態等が事実と違っていた場合などは、死亡保険金や給付金等をお支払いできない場合がございます。詳しくは「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約 

のしおり」「約款」等でご確認ください。 

●平準払の生命保険において、保険料のお払い込みがないまま一定の猶予期間が過ぎた場合、ご契約は効力を失います。また、商品によっては解約返戻金の範囲内で保険会社が自 

動的に保険料のお立替を行う「自動振替貸付」という制度があります。この場合、自動振替貸付について保険会社所定の利率で利息が発生いたします。また、自動振替貸付の元利 

金が解約返戻金額を超過した場合は、保険会社所定の金額をお払い込みいただく必要があります。お払い込みが無い場合、契約は効力を失います。詳しくは「契約締結前交付書面 

（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり」「約款」等でご確認ください。 

●生命保険にご契約いただくか否かが、福岡銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。 

●福岡銀行では、借り入れられた資金（他の金融機関での借入金を含みます）を保険料とする生命保険のお申込みはお断りしています。 

●生命保険のお申込みに際しては必ず、生命保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。 

                                                                                            株式会社福岡銀行 


